
 

南部広域行政組合規約 

 

昭和 56年	
 3月 28日 
沖縄県指令総第 154号 

 
 
 
 
	
 	
   第１章	
 	
 総	
 	
 則	
 
  （組合の名称）  
第１条	
 この組合は、南部広域行政組合（以下「組合」という。）という。 
  （組合を組織する市町村）  
第２条	
 組合は、別表第１に掲げる市町村（以下「組合市町村」という。）をもって組織する。 
  （共同処理する事務）  
第３条	
 組合は、別表第２に掲げる市町村の次の事務を共同処理する。 
（１）視聴覚教育システムの整備及び管理運営に関する事務 
（２）教育研究所の設置及び管理運営に関する事務 
（３）ごみ処理広域化計画及び施設整備に関する事務 
  （事務所の位置）  
第４条	
 組合の事務所は、沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平９６５番地に置く。 
 
	
 	
   第２章	
 	
 組合の議会	
 	
 
  （議会の組織及び議員の選挙の方法）  
第５条	
 組合の議会の議員（以下「議員」という。）の定数は、１０人とし、次の各号に定めると

ころによる。 
（１）組合市町村の長の職にある者の互選によるもの	
 	
 	
 	
 	
 	
 ４人 
（２）組合市町村の議会の議長の職にある者の互選によるもの	
 	
 ６人 
  （任期及び失職）  
第６条	
 議員の任期は２年とする。ただし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。 
２	
 議員が組合市町村の長又は組合市町村の議会の議長の職を失ったときは、その職を失う。 
  （補欠選挙）  
第７条	
 議員に欠員が生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。 
  （議長及び副議長）  
第８条	
 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長各１人を選挙しなければならない。 
２	
 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。 
 
	
 	
   第３章	
 組合の執行機関	
 
  （執行機関の組織）  
第９条	
 組合に管理者及び副管理者各１人を置く。 
２	
 管理者及び副管理者は議員を除く組合市町村の長の中から議会において選挙する。 
  （任期及び失職）  
第１０条	
 管理者及び副管理者の任期は２年とする。ただし、管理者及び副管理者が組合市町村の

長の職を失ったときは、その職を失う。	
 

  （会計管理者）	
 
第１０条の２	
 組合に会計管理者を置く。	
 

改正	
 平成	
 ６年	
 ２月	
 ９日沖縄県指令総第	
 ７０号	
 平成	
 ６年	
 ３月１５日	
 

	
 平成	
 ８年	
 ６月	
 ５日	
 平成１１年１０月	
 ４日沖縄県指令企第４１９号	
 

	
 平成１４年	
 ４月	
 １日沖縄県指令企第２８２号	
 平成１４年	
 ４月	
 １日沖縄県指令企第２８３号	
 

	
 平成１７年１２月１４日沖縄県指令企第６７８号 平成１９年	
 ３月３０日沖縄県指令企第１９９号	
 

	
 平成２０年	
 １月１８日沖縄県指令企第	
 ４４号	
 平成２０年	
 ６月２５日沖縄県指令企第２３３号 
	
 平成２３年	
 １月２０日沖縄県指令企第	
 	
 ２号 	
 



 

２	
 会計管理者は、組合市町村の会計管理者のうちから管理者が選任する。	
 

  （事務局の設置及び職員）  
第１１条	
 組合の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長その他の職員を置く。 
２	
 前項の職員の任免は、管理者が行うものとする。 
３	
 第 1項の職員の定数は、条例で定める。 
  （監査委員）  
第１２条	
 組合に監査委員２人を置く。 
２	
 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て議員及び識見を有する者の中から各 1 人を選任

する。	
 

３	
 監査委員の任期は、議員の中から選任される者にあっては、議員の任期によるものとし、識見

を有する者の中から選任されるものにあっては、４年とする。ただし、後任者が選任されるまで

の間は、その職務を行う。 
 
	
 	
 第４章	
 	
 組合の経費の支弁方法	
 
  （組合の経費）  
第１３条	
 組合の経費は、組合市町村の負担金、補助金、地方債、組合の財産から生ずる収入及び

その他の収入をもって充てる。 
２	
 前項の組合市町村の負担金の額は、毎年度予算に定めるものとする。 
 
	
 	
 第５章	
 	
 雑	
 	
 則	
 

  （地方自治法の準用）  
第１４条	
 この規約に定めのないものについては、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）中、市町

村に関する規定を準用する。 
  （委任）  
第１５条	
 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定めるものと

する。 
 
	
 	
 	
 附	
 則	
 

１	
 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。 
２	
 この規約により、はじめて管理者が選挙されるまでの間、管理者の職務は、知念村長が行うも

のとする。 
 
	
 	
 	
 附	
 則（平成６年沖縄県指令総第７０号） 
	
 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。 
 
	
 	
 	
 附	
 則（平成６年３月１５日） 
	
 この規約は、公布の日から施行する。 
 
	
 	
 	
 附	
 則（平成８年６月５日） 
	
 この規約は、公布の日から施行する。 
 
	
 	
 	
 附	
 則（平成１１年沖縄県指令企第４１９号） 
	
 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。 
 
	
 	
 	
 附	
 則（平成１４年沖縄県指令企第２８２号） 
	
 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。 



 

 
	
 	
 	
 附	
 則（平成１４年沖縄県指令企第２８３号） 
	
 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。 
	
 

附	
 則（平成１７年沖縄県指令企第６７８号）	
 

この規約は、平成１８年１月１日から施行する。	
 

	
 

附	
 則（平成１９年沖縄県指令企第１９９号）	
 

この規約は、平成１９年４月１日から施行する。	
 

	
 

附	
 則（平成２０年沖縄県指令企第４４号）	
 

この規約は、平成２０年２月１日から施行する。	
 

	
 

	
 	
 	
 附	
 則（平成２０年沖縄県指令企第２３３号） 
	
 この規約は、平成２０年７月１日から施行する。 
 
	
 	
 	
 附	
 則（平成２３年沖縄県指令企第２号） 
	
 この規約は、平成２３年４月１日から施行する。 
 
 
別表第１	
 

	
 	
 組合を組織する市町村	
 

	
 

	
 

 
 

別表第２ 
	
 	
 組合を共同処理する事務 
 

糸満市、豊見城市、南 城 市、八重瀬町、与那原町、南風原町 
西原町、渡嘉敷村、座間味村、粟 国 村、渡名喜村、南大東村、北大東村 

 

第３条第１

号に関する

事務 

糸 満 市、豊見城市、南 城 市、八重瀬町、与那原町、南風原町 
渡嘉敷村、座間味村、粟 国 村、渡名喜村、南大東村、北大東村 

第３条第２

号に関する

事務 

糸 満 市、豊見城市、南 城 市、八重瀬町、与那原町 
南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟 国 村、渡名喜村 

第３条第３

号に関する

事務 
糸 満 市、豊見城市、南 城 市、八重瀬町、与那原町、西 原 町 

 


